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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第12期
第２四半期
累計期間

第13期
第２四半期
累計期間

第12期
第２四半期
会計期間

第13期
第２四半期
会計期間

第12期

会計期間

自  平成20年
     ７月１日
至  平成20年
     12月31日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成20年
      10月１日
至  平成20年
      12月31日

自  平成21年
      10月１日
至  平成21年
      12月31日

自  平成20年
      ７月１日
至  平成21年
      ６月30日

売上高 (千円) 2,942,4617,540,0371,028,3314,622,1319,388,275

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △446,669 43,472△588,065 86,036△1,596,948

四半期純利益又は四半期
(当期)純損失(△)

(千円) △276,279 44,656△355,906 85,634△1,802,462

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) － － 603,187 705,083 603,187

発行済株式総数 (株) － － 17,508 44,286 17,508

純資産額 (千円) － － 2,247,620911,420 716,675

総資産額 (千円) － － 11,422,0934,268,4368,758,529

１株当たり純資産額 (円) － － 130,614.8721,447.0842,157.40

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期(当期)純
損失金額

(円) △15,956.611,228.60△20,661.522,213.03△104,847.12

潜在株式調整後１株当た
四半期(当期)純利益金額

(円) － 1,218.55 － 2,195.02 －

１株当たり配当額 (円) － － － － 2,000

自己資本比率 (％) － － 19.7 21.3 8.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 554,6732,906,090 － － 2,827,428

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 33,363 △9,329 － － 88,008

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,852,379△2,938,738 － － △4,097,849

現金及び現金同等物の四
半期末(期末)残高

(千円) － － 924,743 964,6961,006,673

従業員数
〔外、平均臨時雇用者
数〕

(名) － － 44〔７〕 35〔１〕 43〔７〕

(注)１  売上高には、消費税等は含まれておりません。

(注)２  当社は、平成21年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割をおこなっております。

(注)３  第12期第２四半期累計期間並び会計期間及び第12期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

(注)４  平成21年11月12日付で、第三者割当増資により、発行株式数が9,270株、資本金及び資本準備金がそれぞれ

101,895千円増加しております。
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２ 【事業の内容】

 当第２四半期会計期間において、当社において営まれる事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

  提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名) 35〔１〕

(注)　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第２四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載して

おります。

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)

四半期報告書

 3/30



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社は、不動産開発事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記

載はしておりません。
　
(2) 受注実績

　当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 内　　訳

前第２四半期会計期間
自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

当第２四半期会計期間
自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

不動産開発事業

マンション・戸建住宅の開
発販売及び事業用地の仕入
販売

527,94451.3 4,043,05787.5

小計 527,94451.3 4,043,05787.5

その他不動産事
業

新築残戸物件等（他社開発
　　物件）の仕入販売

474,07946.1 561,13312.1

不動産賃貸等 26,307 2.6 17,941 0.4

小計 500,38648.7 579,07412.5

合計 　 1,028,331100.0 4,622,131100.0

(注) １　金額は販売価格によっております。

　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第２四半期会計期間
自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

当第２四半期会計期間
自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東京センチュリーリース㈱ － － 2,160,60046.7

㈱明和住販 － － 582,32912.6

㈱日本ワークス 364,22835.4 － －

エルコートタウン北山田 129,66112.6 － －

（注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.㈱日本ワークスへの販売高は戸別決済によるものであります。

3.エルコートタウン北山田は戸建住宅の分譲であり個人客への販売となりますので、物件名で表示していま

す。
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　　 ４　その他不動産事業（新築残戸物件等（他社開発物件）の仕入販売）における主な物件別の販売実績及び当該実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。なお、新築残戸物件は、個人客への販売となりますの

で、物件名と販売戸数で表示しています。

相手先

前第２四半期会計期間
自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

当第２四半期会計期間
自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

グランアジール都筑ふれあいの丘（11戸） － － 496,64110.7

エンゼル相模大野マナーハウス（10戸） 278,09327.0 － －

グランノエル美しが丘（4戸） 195,98619.1 － －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

 文中の将来に関する事項につきましては、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであ

ります。

　

(1) 当第２四半期会計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある以下の事項が発生いたしました。なお、前事業年

度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

（第三者割当増資について） 

　当社は、平成21年11月12日にProspect Japan Fund Limited、Permal Long Funds - Japan Fund及び株式

会社明和住販を割当先とする新規発行株式数9,270株、払込金額の総額203百万円の第三者割当増資を実行

しております。当該事項の実行に伴い新たに生じた「事業等のリスク」は以下のとおりであります。 

① 株式の募集における株式価値の希薄化の可能性について

今回の本第三者割当増資により新たに増加した株式数は、当第２四半期会計期間末（平成21年12月31

日）現在の当社の発行済株式総数44,286株の約20.9％となります。 

　本第三者割当増資は、当社の株式価格に影響を与え、一定の希薄化を生じる規模であると当社は認識し

ておりますが、資本増強による金融機関の融資における優位性と、重要な取引先である株式会社明和住

販との資本関係強化並びにマンション買取再販事業における手元流動性の増加による他社に対する優

位性は、当社業績並びに企業価値の向上への貢献と株価への影響を考慮すれば、既存株主の利益に通じ

るものと考えております。 

　また、重要取引先との資本関係の強化と一層のパートナーシップは、当社の将来にわたる業績への貢献

度は非常に高いものと認識いたしております。　 

　これらの事由により、本第三者割当増資による新株式の発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的な

規模であると、当社は確信しております。 

② 平成21年11月12日付第三者割当増資に伴う大株主に関するリスクについて

本第三者割当増資により、当第２四半期会計期間末（平成21年12月31日）現在の当社の発行済株式総

数は9,270株増加して44,286株となりましたが、当社における持株比率については、当該増加株式の割当

先であるProspect Japan Fund Limited及び Permal Long Funds - Japan Fundはそれぞれ4,375株増加

した結果、各々9.87％を有し、株式会社明和住販は520株増加した結果、1.58％を有し、各社とも上位10位

以内の大株主になりました。 　

  当該割当先である各社からは、割当された新株式を払込期日より２年間において全部又は一部を譲渡

した場合は、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡方

法等を当社に書面にて報告すること、及び当社が当該譲渡内容を株式会社ジャスダック証券取引所に書
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面にて報告し、株式会社ジャスダック証券取引所が当該報告の内容を公衆の縦覧に供することに同意す

る確約書を締結しております。 

  したがって、今後、割当先または当社の業績や財政状態の変化、あるいは株式市場の動向等により、割

当先が引き受けた新株式を売却せざるを得ない状況になった場合には、売却により当社株式の需給バラ

ンスが崩れ、既存株主が損失を被る可能性があります。 

　

(2) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または

状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ばす事象

当社の前事業年度における業績は、不動産業を取り巻く環境の急速な悪化（金融機関の不動産融資の厳

格化、ファンドの新規投資の大幅な減少、不動産価格の急速な下落等）の影響により、棚卸資産評価損を

1,444百万円計上したこと等の結果、営業損失1,479百万円、経常損失1,596百万円、当期純損失1,802百万円

の大幅な赤字計上となりました。一方、当第２四半期累計期間におきましては、営業利益108百万円、経常利

益43百万円、四半期純利益44百万円の黒字基調となっております。また、資本増強による財務体質の向上を

図るとともに、新規融資の厳格化が継続しております金融機関等に対して融資獲得の優位性を増加させる

ことを目的として、平成21年11月12日に払込金額総額203百万円の第三者割当増資を実行いたしました。こ

の結果、当社の純資産額は前々事業年度末（平成20年６月期）の2,628百万円から前事業年度末（平成21

年６月期）には716百万円へ大幅に減少いたしましたが、当第２四半期会計期間末には911百万円へと改善

傾向にあります。ただし、不動産業を取り巻く環境は依然として不透明な状況にあり、第１四半期累計期間

と同様に、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような可能性がある事

象または状況が発生していると認識しております。 

　当社はこのような状況に対応すべく、以下の対応を行っております。 

① 金融機関からの借入金の返済対応

当社の開発用不動産の仕入資金は金融機関からの借入により調達しておりますが、戸別決済による販

売期間の長期化等の影響により当初の借入期間内に返済が完了しない場合があります。 

　この場合は、金融機関と事前に個別協議を行い借換えに応じていただいており、今後につきましても物

件の販売等が完了するまでの期日延長の方向で基本的な認識を得ております。 

② 建設会社への工事費の支払い

当社の開発物件の工事費用は、着手金及び上棟時支払金を除いた費用を建設会社が立て替えており、

当初工事請負契約締結時には戸別決済の実施とともに竣工後３～４ヶ月後の期日における残金一括支

払いとなっておりますが、販売会社の販売期間の長期化等の影響により、戸別決済による当初の支払期

間内に販売が完了しない場合があります。 

　この場合は、建設会社と個別協議を行い、戸別物件の販売完了時期に対応して残金一括支払い期日の契

約変更をしております。

③ 有利子負債の圧縮

  当社の平成20年６月末の有利子負債は9,799百万円ありましたが、前事業年度末の残高は5,808百万円

となり3,990百万円の圧縮を実現しております。また、当第２四半期会計期間末の残高は2,729百万円と

なりさらに3,079百万円の圧縮を実現しております。これにより、金利負担を軽減するとともに、昨今の

金融機関の不動産融資への厳格化による資金調達リスクの低減を図っております。
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④ 第三者割当増資の実行

当社は、資本増強による財務体質の向上を図るとともに、新規融資の厳格化が継続しております金融

機関等に対して融資獲得の優位性を増加させることを目的として、平成21年10月27日開催の臨時取締役

会において、払込金額総額203百万円の第三者割当増資を行うことを決議いたしました。 

　なお、募集の条件どおり、11月12日に全額払込は完了しております。 

⑤ 経費削減の実施

当社では、前事業年度における業績悪化を受け、役員報酬を含む人件費を中心として経費の削減に積

極的に取り組んでおります。

　上記のとおり、当社は重要な疑義を生じさせるような事象または状況に対して適宜必要と思われる対応を

行っており、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような不確実性はな

いものと判断しております。 

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項につきましては、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであ

ります。

　

1.提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 経営成績の分析

当第２四半期におけるわが国経済は、景気の急速な減速局面は終息感を見せ始め、株価も底入れしたも

のの、政権交代を挟んで景気の先行き不透明感は変わらず、一層厳しさをみせる雇用環境とデフレスパイ

ラルに陥ろうとする環境下で、企業の設備投資や個人消費は依然として低迷した状態が続いております。

　当社の事業領域であります不動産業界におきましては、住宅実需市場において物件価格の調整が進み、

住宅ローン減税拡充等の施策により特に戸建分譲市場では、市況回復の兆しが見え始めているものの、急

激な信用収縮に陥った金融機関の不動産業界に対する新規融資の厳格化が続いており、最も毀損が大き

かったオフィス物件はもとより、不動産業界の本格的回復にはいましばらく時間がかかると思われます。

また、レジデンス物件においても新規着工件数の減少とスローペースで進捗する不良債権処理により、完

成物件を中心に不動産流通物件全体が極度に少なくなっております。 

　このような事業環境にありまして、当社は当事業年度をリスタート開始年度と位置づけ、金融機関の新

規融資をいち早く獲得し、本業復帰を果たすことを目的に、前事業年度（平成21年６月期）において掲げ

た４つの方針（①新規プロジェクトの中止　②着工前プロジェクトの凍結　③着工済み並びに竣工済み開

発物件の完売　④営業部の組成によるファミリーマンションの買取再販事業の立上げ）の実施による大

幅な赤字計上を断行した結果、棚卸在庫の徹底的な評価の洗い替えによる不良資産の一掃と債務の圧縮

をすることができました。この前事業年度の経営戦略を踏まえ、当社は当第２四半期において２億円強の

第三者割当増資による財務体質の強化を図るとともに、前事業年度の方針を粛々と進めることにより、ワ

ンルーム販売会社等への契約済１棟販売にもとづく５物件について完売を達成し、ファミリーマンショ

ンの新築残戸買取再販事業においても、１物件については完売を達成しております。 

　これらの結果、当第２四半期会計期間における当社の業績は、売上高4,622百万円（前年同四半期比

349.5％増）、営業利益115百万円（前年同四半期は営業損失545百万円）、経常利益86百万円（前年同四

半期は経常損失588百万円）、四半期純利益85百万円（前年同四半期は四半期純損失355百万円）と黒字
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転換を果たすことができました。 

　各事業別の業績は以下のとおりであります。

（不動産開発事業） 

　ワンルームマンションの開発販売６棟（265戸、内５棟はワンルーム販売会社等との戸別決済124戸)に

より、売上高4,043百万円（前年同四半期比665.8％増）となりました。 

（その他不動産事業） 

　新築残戸買取再販事業２物件（13戸）のエンドユーザー向け販売による561百万円のほか、不動産賃貸

売上等17百万円により、売上高579百万円（前年同四半期比15.7％増）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

　当第２四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ4,490百万円減少し、4,268百万円となりました。

これは主として仕掛販売用不動産及び販売用不動産（自社開発物件）が4,636百万円減少した一方、新築

残戸物件等の購入に伴い販売用不動産（他社開発物件）が235百万円増加したことによるものでありま

す。 

　負債は、前期末に比べ4,684百万円減少し、3,357百万円となりました。これは主として１年内返済予定の

長期借入金及び長期借入金が3,174百万円並びに買掛金が1,649百万円減少した一方、短期借入金が94百

万円増加したことによるものであります。 

　純資産は、前期末に比べ194百万円増加し、911百万円となりました。これは主として第三者割当増資に伴

い資本金、資本準備金がそれぞれ101百万円増加したことや、四半期純利益を44百万円計上した一方、資本

剰余金を配当原資とする配当や自己株式の取得に伴い株主資本が減少したことによるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期会計期

間末に比べ429百万円増加（前年同四半期は16百万円減少）し、964百万円となりました。　　 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　　 

　営業活動により獲得した資金は、2,319百万円（前年同四半期の営業活動により獲得した資金４百万

円）となりました。 これは主に、買掛金が754百万円減少した一方で税引前四半期純利益を86百万円計上

したことや、不動産開発物件の販売等によりたな卸資産が2,918百万円と大幅に減少したことによるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　 

　投資活動により支出した資金は、４百万円（前年同四半期は投資活動により獲得した資金72百万円）と

なりました。 これは主に、定期預金の預入による支出４百万円によるものであります。 　 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　　 

　財務活動により支出した資金は、1,886百万円（前年同四半期の財務活動により支出した資金93百万

円）となりました。これは主に、短期借入金の純減少額315百万円、不動産開発事業に関する長期借入金の

返済を1,920百万円行った一方で、新規の長期借入金による180百万円及び第三者割当増資の実行に伴い

194百万円の収入があったことによるものであります。 
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期会計期間において、該当事項はありません。

　

2.事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象を解消し、または改

善するための対応策

当社は、「会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象

または状況」の改善のため、適宜必要と思われる以下の対応策の実施に積極的に取り組んでおります。

(1) 金融機関からの借入金の返済対応

当社の開発用不動産の仕入資金は金融機関からの借入により調達しておりますが、戸別決済による販

売期間の長期化等の影響により当初の借入期間内に返済が完了しない場合があります。 

　この場合は、金融機関と事前に個別協議を行い借換えに応じていただいており、今後につきましても物

件の販売等が完了するまでの期日延長の方向で基本的な認識を得ております。 

　

(2) 建設会社への工事費の支払い

　当社の開発物件の工事費用は、着手金及び上棟時支払金を除いた費用を建設会社が立て替えており、当

初工事請負契約締結時には戸別決済の実施とともに竣工後３～４ヶ月後の期日における残金一括支払い

となっておりますが、販売会社の販売期間の長期化等の影響により、戸別決済による当初の支払期間内に

販売が完了しない場合があります。 

この場合は、建設会社と個別協議を行い、戸別物件の販売完了時期に対応して残金一括支払い期日の契

約変更をしております。 

　

(3) 有利子負債の圧縮

当社の平成20年６月末の有利子負債は9,799百万円ありましたが、前事業年度末の残高は5,808百万円

となり3,990百万円の圧縮を実現しております。また、当第２四半期会計期間末の残高は2,729百万円とな

りさらに3,079百万円の圧縮を実現しております。これにより、金利負担を軽減するとともに、昨今の金融

機関の不動産融資への厳格化による資金調達リスクの低減を図っております。

　

(4) 第三者割当増資の実行

当社は、資本増強による財務体質の向上を図るとともに、新規融資の厳格化が継続しております金融機

関等に対して融資獲得の優位性を増加させることを目的として、平成21年10月27日開催の臨時取締役会

において、払込金額総額203百万円の第三者割当増資を行うことを決議いたしました。 

　なお、募集の条件どおり、11月12日に全額払込は完了しております。

　

(5) 経費削減の実施

当社では、前事業年度における業績悪化を受け、役員報酬を含む人件費を中心として経費の削減に積極

的に取り組んでおります。

　

EDINET提出書類

株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)

四半期報告書

 9/30



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

第１四半期会計期間末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。

また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 105,000

計 105,000

(注)　平成21年９月25日開催の第12回定時株主総会において定款の変更が行われ、発行可能株式総数は48,000株増加し、
105,000株となりました。

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 44,286 44,286
ジャスダック　　　　　　
　　　　　　　　証券取引所

単元株制度を採用していない
ため、単元株式数はありませ
ん。

計 44,286 44,286 ― ―

(注)　平成21年11月12日付で第三者割当増資をおこなったことにより、発行済株式数は9,270株増加し、44,286株となり
ました。
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成17年10月28日臨時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数　(個) 410

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 2,460

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 21,217

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月29日
至　平成27年10月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　  21,217 
資本組入額　  10,609

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要する
ものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、そ
の他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除
しております。

２　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
３　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額＝ 調整前払込金額×
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
４　平成18年11月１日をもって、１株を３株に分割しております。
５　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
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　　② 平成18年４月28日臨時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在 
(平成21年12月31日)

新株予約権の数　(個) 90

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 540

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 66,667

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月29日
至　平成28年４月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　  66,667 
資本組入額　  33,334

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要するも
のとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除
しております。

　　２　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
３　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
　　４　平成18年11月１日をもって、１株を３株に分割しております。
　　５　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成19年９月27日定時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在 
(平成21年12月31日)

新株予約権の数　(個) 166

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 332

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 33,689

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月８日
至　平成25年８月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　 33,689 
資本組入額　 16,845

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要するも
のとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除
しております。

　　２　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
３　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
　　４　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　 該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年11月12日(注) 9,270 44,286 101,895705,083101,895105,295

(注)　有償第三者割当増資
　　　発行価格　21,984円　　　資本組入額　10,992円
　　　割当先及び割当株数　　
　　　　①Prospect Japan Fund Limited  　　4,375株 
　　　　②Permal Long Funds-Japan Fund　   4,375株
　　　　③株式会社明和住販　　　　　　　　　 520株

　

(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年12月31日現在
　

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

服　部　信　治 東京都練馬区 15,030 33.93

Permal Long Funds - Japan Fund
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 

c/o State Street Bank Luxembourg S.A.,49,
J.F.Kennedy,L-1855 Luxembourg, Luxembourg
(東京都中央区日本橋3-11-1)

4,375 9.87

Prospect Japan Fund Limited
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

Trafalgar Court,Les Banques,St.Peter Port,
Guernsey,Channel Islands,U.K. 
(東京都中央区日本橋3-11-1)

4,375 9.87

服　部　弘　信　 東京都練馬区 2,080 4.69

服　部　真由美 東京都練馬区 2,080 4.69

服　部　由　紀 東京都練馬区 2,080 4.69

高　木　健　治 東京都江東区 850 1.91

株式会社明和住販 東京都世田谷区若林1-23-5 700 1.58

佐　藤　幸　一 東京都港区 584 1.31

株式会社合田工務店 香川県高松市天神前９－５ 500 1.12

計 ― 32,654 73.73

(注) 上記のほか、自己株式1,832株を所有しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)　 普
通株式  1,832

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  42,454 42,454 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 44,286 ― ―

総株主の議決権 ― 42,454 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社アーバネット　
コーポレーション

東京都千代田区二番町
５番地６

1,832 ― 1,832 4.1

計 ― 1,832 ― 1,832 4.1

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年　　
７月

　
　８月

　
　９月

　
　10月

　
　11月

　
　12月

最高(円) 26,60032,60027,80026,00025,83026,900

最低(円) 16,40022,71021,25021,90023,10023,500

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)

四半期報告書

16/30



第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成20年７月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第２四半期累計期間(平成21年７月１日か

ら平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間(平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで)及び前第２四半期累計期間(平成20年７月１日から平成20年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成21年７月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期財務諸表については、あずさ

監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 996,696 1,028,673

販売用不動産 ※2
 1,274,333

※2
 3,990,917

仕掛販売用不動産 ※2
 1,507,061

※2
 3,191,387

貯蔵品 19,562 172

その他 65,361 126,560

流動資産合計 3,863,015 8,337,711

固定資産

有形固定資産 ※1, ※2
 228,937

※1, ※2
 233,055

無形固定資産 28,459 32,481

投資その他の資産

その他 165,024 171,890

貸倒引当金 △17,000 △16,610

投資その他の資産合計 148,024 155,280

固定資産合計 405,420 420,817

資産合計 4,268,436 8,758,529

負債の部

流動負債

買掛金 350,294 ※2
 1,999,957

短期借入金 ※2
 244,700

※2
 150,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 2,433,660

※2
 5,255,060

未払法人税等 1,878 －

その他 270,418 228,292

流動負債合計 3,300,951 7,633,309

固定負債

長期借入金 ※2
 50,835

※2
 403,665

その他 5,230 4,879

固定負債合計 56,065 408,544

負債合計 3,357,016 8,041,853

純資産の部

株主資本

資本金 705,083 603,187

資本剰余金 199,204 570,044

利益剰余金 46,032 △437,359

自己株式 △39,806 △19,795

株主資本合計 910,514 716,076

新株予約権 905 599

純資産合計 911,420 716,675

負債純資産合計 4,268,436 8,758,529
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 2,942,461 7,540,037

売上原価 ※1
 2,892,425 7,050,478

売上総利益 50,036 489,558

販売費及び一般管理費 ※2
 409,842

※2
 380,789

営業利益又は営業損失（△） △359,805 108,768

営業外収益

受取利息 2,600 131

保険解約返戻金 1,460 4,008

投資事業組合運用益 798 2,077

その他 2,104 740

営業外収益合計 6,964 6,958

営業外費用

支払利息 90,633 55,752

株式交付費 － 9,240

その他 3,194 7,262

営業外費用合計 93,827 72,254

経常利益又は経常損失（△） △446,669 43,472

特別利益

固定資産売却益 － 573

投資有価証券売却益 1,322 －

特別利益合計 1,322 573

特別損失

投資有価証券評価損 10,000 －

投資有価証券売却損 3,664 －

特別損失合計 13,664 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △459,012 44,045

法人税、住民税及び事業税 15,147 475

法人税等調整額 △197,880 △1,086

法人税等合計 △182,732 △611

四半期純利益又は四半期純損失（△） △276,279 44,656

EDINET提出書類

株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)

四半期報告書

19/30



【第２四半期会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 1,028,331 4,622,131

売上原価 ※1
 1,367,287 4,315,496

売上総利益又は売上総損失（△） △338,956 306,635

販売費及び一般管理費 ※2
 206,766

※2
 191,597

営業利益又は営業損失（△） △545,722 115,038

営業外収益

受取利息 100 3

保険解約返戻金 1,460 4,008

投資事業組合運用益 798 2,077

その他 1,477 536

営業外収益合計 3,836 6,625

営業外費用

支払利息 43,130 23,606

株式交付費 － 9,240

その他 3,048 2,779

営業外費用合計 46,179 35,626

経常利益又は経常損失（△） △588,065 86,036

特別利益

投資有価証券売却益 1,322 －

特別利益合計 1,322 －

特別損失

投資有価証券評価損 6,470 －

投資有価証券売却損 3,664 －

特別損失合計 10,134 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △596,878 86,036

法人税、住民税及び事業税 △56,200 402

法人税等調整額 △184,771 －

法人税等合計 △240,972 402

四半期純利益又は四半期純損失（△） △355,906 85,634
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△459,012 44,045

減価償却費 18,390 11,015

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 390

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,570 －

株式交付費 － 9,240

投資事業組合運用損益（△は益） △798 △2,077

投資有価証券評価損益（△は益） 10,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） 2,342 －

固定資産売却損益（△は益） － △573

受取利息及び受取配当金 △2,600 △131

支払利息 90,633 55,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,271,121 4,381,519

前渡金の増減額（△は増加） △39,000 －

仕入債務の増減額（△は減少） △145,607 △1,649,663

その他 △123,297 92,065

小計 625,742 2,941,583

利息及び配当金の受取額 2,600 131

利息の支払額 △82,754 △48,896

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,085 13,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 554,673 2,906,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △12,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 86,000 －

有形固定資産の取得による支出 △23,073 △3,445

有形固定資産の売却による収入 － 1,315

無形固定資産の取得による支出 △16,840 －

投資有価証券の売却による収入 3,817 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,306 －

敷金及び保証金の回収による収入 96 2,800

その他 △330 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 33,363 △9,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △242,700 94,700

長期借入れによる収入 271,000 180,000

長期借入金の返済による支出 △1,778,874 △3,354,230

株式の発行による収入 － 194,550

自己株式の取得による支出 △14,683 △20,010

配当金の支払額 △87,121 △33,749

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,852,379 △2,938,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,264,341 △41,976

現金及び現金同等物の期首残高 2,189,085 1,006,673

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 924,743

※
 964,696
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期累計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日)

  固定資産の減価償却費の算定方法

当第２四半期累計期間に係る固定資産の減価償却の算定において、定率法を採用している資産については、事

業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年６月30日)

※1　有形固定資産の減価償却累計額　45,291千円

 

※2　担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 633,507千円

仕掛販売用不動産 1,251,525千円

建物 101,751千円

土地 75,373千円

計 2,062,158千円

 
　 　 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 244,700千円

１年内返済予定の 　

長期借入金 2,406,996千円

長期借入金 28,607千円

計 2,680,303千円

※1　有形固定資産の減価償却累計額　40,893千円

 

※2　担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 2,018,508千円

仕掛販売用不動産 2,705,977千円

建物 59,447千円

土地 13,571千円

計 4,797,504千円

 
　 　 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 150,000千円

１年内返済予定の 　

長期借入金 5,228,396千円

長期借入金 368,105千円

買掛金 754,396千円

計 6,500,897千円

 

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
前第２四半期累計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年12月31日)

※1　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

　　 低下による簿価切下額

　　　　売上原価　　　　　　　　 　471,025千円

　　　　
※2　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　　給料手当　　　　　　　　 　131,042千円
　　　　役員報酬　　　　　　　　　  39,300千円
　　　　賞与　　　　　　　　　　　  19,334千円
　　　　賞与引当金繰入額　　　　　 　3,570千円

　　　　　　　　　　　―

 

 

　
※2　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　　広告宣伝費　　　　　　　　  69,476千円 
　　　  販売促進費　　　　    　　  20,242千円
　　　　給料手当　　　　　　　　 　102,730千円
　　　　役員報酬　　　　　　　　 　 25,350千円
　　　　賞与　　　　　　　　　　 　 16,334千円　　　　
　

　

第２四半期会計期間

　
前第２四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

※1　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

　　 低下による簿価切下額

　　　　売上原価　　　　　　　　　 471,025千円

　
※2　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　　給料手当　　　　　　　　　　75,479千円
　　　　役員報酬　　　　　　　　　　16,770千円
　　　　賞与　　　　　　　　　　　　19,334千円
　　　　賞与引当金繰入額　　　　　△12,728千円
 

　　　　　　　　　　　―

 

 

　
※2　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　  広告宣伝費　　　　　　　　  42,118千円 
　　　  販売促進費　　　　 　　 　　 7,821千円 
　　　　給料手当　　　　　　　　　　50,758千円
　　　　役員報酬　　　　　　　　　　11,700千円
　　　　賞与　　　　　　　　　　　　16,334千円
　　　　賞与引当金繰入額　　　　　 △8,205千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期累計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 944,743千円

預入期間が３か月超の定期預金 　△20,000千円

現金及び現金同等物 924,743千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 996,696千円

預入期間が３か月超の定期預金 △32,000千円

現金及び現金同等物 964,696千円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第２四半期累計期間(自平成21年７月１日　至平成21

年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 44,286

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 1,832

　

　

３　新株予約権等に関する事項

目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期会計期間末残高

(千円)

－ － 905

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年９月25日
臨時取締役会

普通株式 34,000 2,000平成21年６月30日 平成21年９月28日 資本剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　 該当事項はありません。
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５　株主資本の著しい変動に関する事項

（単位：千円）

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前事業年度末残高 603,187570,044△437,359△19,795 716,076

当第２四半期会計期間末までの変動
額

　 　 　 　 　

　繰越利益剰余金の欠損補填（注）1 　 △438,735438,735　 　

　剰余金の配当（注）2 　 △34,000　 　 △34,000

　第三者割当増資（注）3 101,895101,895　 　 203,791

　自己株式の取得 　 　 　 △20,010△20,010

　四半期純利益 　 　 44,656　 44,656

当第２四半期会計期間末までの変動
額合計

101,895△370,839483,392△20,010 194,438

当第２四半期会計期間末残高 705,083199,204 46,032△39,806 910,514

　(注)１ 平成21年９月に資本剰余金を取り崩し、繰越利益剰余金の欠損を全額補填いたしました。
　(注)２ 「４ 配当金に関する事項」をご参照下さい。

　(注)３ 平成21年11月に第三者割当増資による新株の発行を行い、資本金と資本準備金がそれぞれ101,895千円増加いた

しました。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期財務諸表への影響額は軽微でありますので、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年６月30日)

　 　

　 21,447.08円
　

　 　

　 42,157.40円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期累計期間

　
前第２四半期累計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △15,956.61円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりせん。
 

　

１株当たり四半期純利益金額 1,228.60円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1,218.55円
　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半期
純損失(△)(千円)

△276,279 44,656

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円)

△276,279 44,656

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式の期中平均株式数(株) 17,314 36,347

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の
算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳
(株)
  新株予約権
　

－ 299

普通株式増加数(株) － 299

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益金額の算定に含まれな
かった潜在株式について前事業年度末から重要
な変動がある場合の概要

平成13年改正旧商法第280条ノ
20及び第280条ノ21の規定に基
づき発行した新株予約権（平
成17年10月28日臨時株主総会
決議）

平成13年改正旧商法第280条ノ
20及び第280条ノ21の規定に基
づき発行した新株予約権（平
成18年４月28日臨時株主総会
決議）
 
会社法に基づき発行した新株
予約権（平成19年９月27日定
時株主総会決議）
 
これらの概要は、「新株予約権
等の状況」に記載のとおりで
あります。
 
　

平成13年改正旧商法第280条ノ
20及び第280条ノ21の規定に基
づき発行した新株予約権（平
成18年４月28日臨時株主総会
決議）
 
会社法に基づき発行した新株
予約権（平成19年９月27日定
時株主総会決議）
 
これらの概要は、「新株予約権
等の状況」に記載のとおりで
あります。
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第２四半期会計期間

　
前第２四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △20,661.52円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりせん。
 

　

１株当たり四半期純利益金額 2,213.03円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 2,195.02円
　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎

項目
前第２四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半期
純損失(△)(千円)

△355,906 85,634

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円)

△355,906 85,634

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式の期中平均株式数(株) 17,226 38,695

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の
算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳
(株)
  新株予約権
　

－ 317

普通株式増加数(株) － 317

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益金額の算定に含まれな
かった潜在株式について前事業年度末から重要
な変動がある場合の概要

平成13年改正旧商法第280条ノ
20及び第280条ノ21の規定に基
づき発行した新株予約権（平
成17年10月28日臨時株主総会
決議）

平成13年改正旧商法第280条ノ
20及び第280条ノ21の規定に基
づき発行した新株予約権（平
成18年４月28日臨時株主総会
決議）
 
会社法に基づき発行した新株
予約権（平成19年９月27日定
時株主総会決議）
 
これらの概要は、「新株予約権
等の状況」に記載のとおりで
あります。
 
　

平成13年改正旧商法第280条ノ
20及び第280条ノ21の規定に基
づき発行した新株予約権（平
成18年４月28日臨時株主総会
決議）
 
会社法に基づき発行した新株
予約権（平成19年９月27日定
時株主総会決議）
 
これらの概要は、「新株予約権
等の状況」に記載のとおりで
あります。
 
　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

株式会社アーバネットコーポレーション

取締役会　御中

　
　
　

　

あ ず さ 監 査 法 人

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 牧 　野　 隆　 一　 ㊞

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 浅　 野 　俊　 治　 ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アーバネットコーポレーションの平成20年７月１日から平成21年６月30日までの第12期事業年度の第２

四半期会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年７月１日

から平成20年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半

期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーバネットコーポレーションの平成20年12

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並び

に第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月12日

株式会社アーバネットコーポレーション

取締役会　御中

　
　
　

　

あ ず さ 監 査 法 人

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 牧 　野　 隆　 一　 ㊞

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 浅　 野 　俊　 治　 ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アーバネットコーポレーションの平成21年７月１日から平成22年６月30日までの第13期事業年度の第２

四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年７月１日

から平成21年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半

期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーバネットコーポレーションの平成21年12

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並び

に第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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